
2022年6月17日

神奈川県横浜市中区弁天通４－５９

株式会社日立物流南関東

代表取締役　深澤　啓介

貸 　 借　  対　  照 　 表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）

科　　　　　目 科　　　　　目 金　　　額

【資産の部】 【負債の部】

7,603,648 4,210,871

610 1,227,080

3,396,869 836,000

16,620 1,174,900

27,720 77,090

3,871,192 111,454

44,237 552,498

239,966 144,241

6,431 20,879

2,239,861 66,724

868,888 3,678,831

490,723 2,092,000

1,837 192,577

38,729 1,270,828

0 110,491

137,893 9,564

192,904 3,369

6,800 7,889,702

89,705 【純資産の部】

84,018 1,953,808

5,687 100,000

1,281,267 1,853,808

606,751 25,000

3,760 1,828,808

670,655 1,828,808

100 1,953,808

9,843,510 9,843,510

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

第51期　決算公告

出 資 金 純 資 産 合 計

資 産 合 計 負 債 純 資 産 合 計

差 入 保 証 金 利 益 準 備 金

長 期 前 払 費 用 そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 延 税 金 資 産 繰 越 利 益 剰 余 金

投 資 そ の 他 の 資 産 利 益 剰 余 金

工 具 、 器 具 及 び 備 品 資 産 除 去 債 務

リ ー ス 資 産 そ の 他

建 設 仮 勘 定 負 債 合 計

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア 株 主 資 本

施 設 利 用 権 資 本 金

構 築 物 長 期 預 り 保 証 金

機 械 及 び 装 置 退 職 給 付 引 当 金

車 両 運 搬 具 長 期 リ ー ス 債 務

固 定 資 産 短 期 リ ー ス 債 務

有 形 固 定 資 産 固 定 負 債

建 物 長 期 借 入 金

未 収 入 金 未 払 費 用

前 払 費 用 前 受 金

そ の 他 預 り 金

契 約 資 産 未 払 金

貯 蔵 品 未 払 法 人 税 等

預 け 金 未 払 消 費 税 等

売 掛 金 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金

金　　　額

流 動 資 産 流 動 負 債

受 取 手 形 買 掛 金



（単位：千円）

科　　目 金　　　　　　額

25,787,392

22,366,866

3,420,526

1,898,501

1,522,024

36

1,263

2,241

85 3,626

8,883

250

7 9,141

1,516,510

417 417

41,307

562

530 42,399

1,474,527

450,940

△ 13,396 437,543

1,036,983

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

売 上 総 利 益

損 　益 　計 　算　 書
自 2021年４月１日
至 2022年３月31日

売 上 高

売 上 原 価

経 常 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

受 取 利 息

事 務 手 数 料

障 が い 者 雇 用 助 成 金

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損

そ の 他

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損

固 定 資 産 売 却 損

リ ー ス 債 務 解 約 損



(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　満期保有目的の債券　　　　  　　　　 　　 償却原価法
　子会社株式及び関連会社株式　　　  　　　　 　　 移動平均法に基づく原価法
　その他有価証券（時価のあるもの）　  　　  期末決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
  移動平均法により算定）

　　　　〃　　　（時価のないもの）　  　　  移動平均法に基づく原価法
(2) 棚卸資産 移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は、収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております)

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 (リース資産を除く) 定額法
(2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法
(3) リース資産 　 　　 　  　        　  　   

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の

方法を採用しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリー

ス取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引につい

ては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　期末債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

(2) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
おります。

　① 退職給付見込額の期間帰属方法
　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
　定式基準によっております。

　② 数理計算上の差異の費用処理方法
　　数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間(12～15年)による定額法により、翌事業年
　度から費用処理しております。

(3) 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

４. 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

５. 収益及び費用の計上基準
　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日改正）及び「収益認識に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日改正）を適用しており、以下の5ステップアプローチに
基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を認識する。

　当社は、顧客の要望に合わせて総合的な物流サービスを提供しており、顧客との契約に当たっては、契約が備えるべき
特性の存在及び経済的実質が契約へ反映されている事を認識するとともに、当該契約の下で顧客へ移転することを約定
した財又はサービスの識別を行い、個別に会計処理される履行義務を識別しています。
　取引価格の算定においては、顧客へ約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の
金額で測定しております。なお、顧客との契約には重要な金融要素は含まれておりません。
　当社では取引価格を各履行義務へ配分する必要のある契約を有しておりませんが、将来、配分の必要性のある契約が
締結された場合には、各履行義務を構成する財又はサービスを独立販売価格の比率で配分し収益の認識を行います。
　収益の認識は、履行義務が要件を満たす場合に限り、その基礎となる財又はサービスの支配を一時点又は一定期間
にわたり認識しております。

個　別　注　記　表



(会計方針の変更に関する注記)
(収益認識に関する会計基準等の適用)

　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日改正）及び「収益認識に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日改正）（以下あわせて「収益認識会計基準等」とい
う。）を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当事業年度の期首より前に新たな会計基準を遡及修正した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利
益剰余金に加減し、当事業年度より新たな会計基準を適用しております。
この結果、当事業年度の繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありませんが、当事業年度の売上が15百万円、
売上原価が1百万円、営業利益、経常利益、税引前当期純利益が14百万円増加しております。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)
　当社は、「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2020年３月31日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
当事業年度の期首より適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10項　2019年
７月４日 )第44項-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基準を、将来にわたって
適用することとしております。なお、これによる当事業年度の計算書類に与える影響はありません。

(収益認識に関する注記)

　当社は主として３PL事業と重量機工事業を行っております。
３PL事業においては、国内における物流システムの構築、情報管理、在庫管理、受注管理、流通加工、物流センター運営、工場
構内物流作業及び輸配送などの物流業務の包括的受託等を行っています。契約において、保管物等の引き渡し等により履行義
務が一時点で充足されると定められている場合には、作業の完了及び保管物などの引き渡した時点で収益を認識しています。
契約において、一定期間にわたるサービスの提供が定められている場合には、その経過期間を考慮して収益を認識しています。
支払条件は主として1年以内の一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なものありません。
　重量機工事業においては、特殊な重量品の輸送移設や各種機械設備輸送据付、移転サービス等を取扱う物流業務であり、
輸送、搬出、搬入、解体、組立、据付といった包括的な物流サービスを提供しています。当事業においては、包括的な物流サービ
スを提供する場合もあれば、一部の作業のみを当社が請負う場合もあります。包括的な物流サービスを提供している場合、各作業
の相互関連性が高く、ある作業の進捗により他の作業が影響を受けることになるため、契約の観点において区分できません。
契約に含まれる各作業は、作業単位で別個の履行義務とはならず、契約全体で単一の履行義務を構成します。契約において、
一定期間にわたるサービスの提供が認められている場合、その経過期間に応じて収益を認識しています。支払条件は主として
1年以内の一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なものはありません。
　なお、会社計算規則第115条の2第1項に従い、「収益の分解情報」及び「当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための
情報」の記載は省略しています。


